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空き家対策に係る主な取組一覧

除却

•市町村による総合的な取組を推進（空
き家対策総合支援事業、社会資本整
備総合交付金）【予算】(再掲)P.3

•先駆的取組を全国に展開（先駆的空き
家対策モデル事業）【予算】(再掲)P.3

•固定資産税等の住宅用地特例の解除
【税制】P.3

更地

再生・リノベーション

•小口資金を活用した不動産特定
共同事業制度の創設【制度】【新
規】P.6

•民都機構等によるまちづくりファンド
からの出資等【予算】【新規】P.7

•日本政策金融公庫による空き家
改修への融資【財投】【新規】

※【新規】とあるのは、平成２９年度予算等で新たに盛り込んだ施策又は平成２９年通常国会で制度改正した施策

空き家

利活用が
見込めない
空き家

居住

空き家の
発生防止

•譲渡所得の特
別控除の特例
【税制】P.3

マッチング・仲介機能等の強化

•全国版空き家・空き地バンクの構築
【予算】【新規】P.5

•地域関係者の連携による流通・利活
用促進【予算】【新規】P.5

所有者情報の活用
•空き家所有者情報の
活用【予算】【新規】P.4

地域における活用
•市町村による総合的な取組を推進（空
き家対策総合支援事業、社会資本整
備総合交付金）【予算】P.3

•先駆的取組を全国に展開（先駆的空き
家対策モデル事業）【予算】P.3

•高齢者、低額所得者、子育て世帯等向
けの賃貸住宅に空き家等を活用【制度】
【予算】【新規】P.8

•地域関係者の連携による流通・利活用
促進【予算】【新規】(再掲)P.5

流通（売買・賃貸）
居住等

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ等

相続・転居等

適切な維持管理・リフォーム

•住宅金融支援機構等による融資
【予算】

安心できる取引環境整備

•インスペクションの活用促進【制
度】

市町村による
計画的な取組

•空家対策特別措置
法【制度】P.3

Ｃ Ｄ Ｅ

Ａ Ｂ

Ｇ

Ｆ
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○ 適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていること等を背景に制定された、「空家等
対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号）（議員立法）が平成27年5月26日に全面施行され、市町
村が空き家対策を進める枠組みが整った。

空き家対策の概要

財政支援措置

なお、社会資本整備総合
交付金においても居住環
境の整備改善等を図る観
点から、同様の支援を実
施。

税制措置

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月公布、平成27年5月全面施行）

市町村による空家等対策計画の策定等
・３３１市区町村が策定済（平成29年3月31日時点 ※速報値）

空家等の実態把握・所有者の特定等
・市町村内部で固定資産税等に関する情報の活用が可能

空家等及びその跡地の活用
管理不十分で放置することが不適切な空家等（特定空家等）に
対する措置 （助言・指導、勧告、命令、行政代執行）

・助言・指導 6,456件、勧告 265件、命令 23件、代執行 45件

（ 現行の住宅用地特例）

相続人が、相続により生じた古い空き住宅又は当該空き住宅の除却後
の敷地を平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に譲渡し
た場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除する。（平成２８年創設）

更地

被相続人の住宅 空き住宅

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き住宅の譲渡所得
3,000万円 特別控除の適用

相続

空き家の活用 空き家の除却

現行の
住宅用地

小規模住宅用地
（200㎡以下の

部分）

一般住宅用地
（200㎡を超え
る部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

市町村長が法の規定に基づく勧告をした特定空家等については、
当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地
特例の対象から除外

●

●

●

先駆的空き家対策モデル事業
H29予算 1.38億円

(平成29年3月31日時点 ※速報値)

市町村と専門家等が連携
して実施する空き家対策の
先駆的モデル事業への支
援を行う。

空き家対策総合支援事業 H29予算 23億円

空家等対策特別措置法に基づく空家等対策計画に沿った、空き家の
活用や除却など市町村による総合的な空き家対策への支援を行う。

●
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① 市町村による空き家の特定・所有者調査
（課税情報も活用）

② 空き家所有者に外部提供の意向確認
③ 空き家所有者の同意
④ 所有者情報を提供
⑤ 事業者と所有者の接触

空き家所有者情報の活用について

○ 空き家対策については、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必要であり、そのためには、宅地建物取引業者等の民間事業
者との連携が重要。

○ 一方、空家特措法により、市町村の税務部局が保有する課税情報を、空き家対策のために市町村内部で利用できることとなったが、課税
情報を含む空き家所有者情報は、そのままでは、民間事業者等の外部に提供できない。

○ このため、本年３月、市町村の空き家部局が収集・保有する空き家所有者情報を外部に提供するに当たっての法制的な整理等を内容とす
るガイドライン（試案）を策定・公表。今後、空き家所有者情報を活用するモデル的な取組を行う市町村への支援等を通じて、更に内容の充
実を図る。

３ ． 市 町 村 に お け る 先 進 的 な 取 組

２ ． 運 用 の 方 法 及 び そ の 留 意 点１ ． 法 制 的 整 理

・ 「空き家部局に所属する者」が、税務部局
から得た課税情報を外部提供しても、地方
税法の処罰の対象になることはない。

・ 所有者本人の同意を得てその同意の範
囲内で外部提供する限り、個人情報保護
条例に抵触することはない。

・ 所有者本人の同意の範囲内で外部提供
する情報は「秘密」にあたらず、地方公務
員法に抵触することはない。

地方税法（秘密漏えい）との関係

個人情報保護条例との関係

地方公務員法（秘密を守る義務）との関係

① 情報の提供先
例：〇〇協会△△支部及び所属事業者

② 提供先における利用目的
③ 提供される情報の内容

例：氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等

空き家所有者の同意

民間事業者等との連携方法

（１）同意取得の相手方 ： 所有者

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

概

要

（３）同意取得の方法 ： 書面が望ましい

○ 市町村による民間事業者の登録制度や

市町村と事業者団体との協定等が考えら
れる（市町村が積極的に関与）

○ 苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組
みづくりが重要

・ 市町村の先進的な取組事例（京都市、松戸市、太田市）を、そのスキーム図や実際に使用
している同意書の書式等とともに紹介

事業者 　　所有者

税務部局

空家部局

②

③
④

①

⑤

空き家所有者情報の外部提供スキーム（イメージ）

（２）同意取得の内容 ：

・ 空家特措法により、課税情報を行政内部
で利用できるようになり、当該情報を基に空
き家所有者本人への接触も可能。

・ さらに、所有者本人の同意が得られれば、
課税情報を含む所有者情報を外部提供す
ることも可能。

平成29年度予算 （空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業 国費：0.38 億円）

民間事業者と連携して空き家所有者情報を活用するモデル的な取組を行う市町村を支援 4



全国版空き家・空き地バンクの構築、地域関係者の連携による空き家等の流通促進

移住者に売却・賃貸

起業等の場として提供

◎空き家・空き店舗の再生

◎新たな消費・投資の喚起

施策の効果

• 需給のミスマッチの解消や新たな需要の創出等により、空き家・空き地等の流動性を高め、有効活用を推進。

• 具体的には、全国の空き家・空き地等の検索が可能な全国版空き家・空き地バンクの構築、空き家・空き地等の流通促進
のために先進的な取組を行う団体等への支援を行う。

現状

地域の空き家等の流通モデルの構築

空き家等

将来像

○不動産流通市場活性化に
よる経済効果の発現

○空き家・空き地等の有効活
用の促進

不動産業団体等による
効果的なマッチング

多様なニーズに応じた物件紹介など、
消費者サービスの向上を推進

全国版空き家・空き地バンクの構築

・ 自治体ごとに仕様が異なり、一覧
性がない

・ 検索や比較検討がしづらい

現状

・ 物件情報の掲載項目を標準化

・ 全国の物件が掲載され、ワンストッ
プで多数の物件が検索可能に

・ 消費者のニーズに応じた検索が可
能な仕組みを導入（物件の特徴等に
よる条件検索など）

将来像

Ａ市バンク

Ｂ市バンク

Ｃ町バンク

消
費
者

全国
空き家・空き地バンク

民間の
不動産情報サイト

情報の連携

自治体
所
有
者

消
費
者

物件情報
の集約

相談窓口

民間が運営

多数の人が
ワンストップ
で検索可能

協議会

・ 空き家等の有効活用や管理には、
不動産取引の専門家である宅建業
者等の協力が不可欠

・ 一部の地域において、不動産業団
体等による対策が進みつつある

・ 空き家等の流通モデルの構築・普
及に向け、関係者が連携して空き
家等の流通促進のために先進的な
取組を行う不動産業団体等を支援

＜取組例＞
・ リフォーム提案と組み合わせた物件紹介
・ 空き家等の管理による不動産価値の維持
・ 遠隔地居住者向けの相談会の開催

等
空き家等の需給のミスマッチを解消
し、新たな需要を創出

など

マッチング機能が
不十分

マッチング可能性が増大

平成29年度予算 ：1.1億円
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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律（平成29年法律第46号）

○ 空き家・空き店舗等が全国で増加する一方で、志ある資金を活用して不動産ストックを再生し、地方創生につなげる取組が拡大してい
るが、不動産特定共同事業※に該当する場合には、許可要件が地方の事業者にとってはハードルが高く、見直しが必要。

※ 組合形式で出資を行い、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業。

○ 地方創生に資する事業での資金調達方法として、クラウドファンディングの活用が広がる中、不動産特定共同事業では書面での取引し
か想定しておらず、電子化への対応が必要。

○ 観光等の成長分野を中心に質の高い不動産ストックの形成を促進するため、不動産特定共同事業制度の規制の見直しが必要。

クラウドファンディングに対応した環
境整備

良質な不動産ストックの形成を推進する
ための規制の見直し

小規模不動産特定共同事業に係る
特例の創設

○ 空き家・空き店舗等の再生・活用
事業に地域の不動産事業者等が幅
広く参入できるよう、出資総額等が
一定規模以下の「小規模不動産特
定共同事業」を創設。

○ 事業者の資本金要件を緩和する
とともに、５年の登録更新制とする等、
投資家保護を確保。

古民家を宿泊施設に改
装して運営（明日香村お
もてなしファンド）

【空き家等の再生・活用事業の例】

舟屋をカフェ・宿に改装
して運営（伊根 油屋の
舟屋「雅」 ）

○ 投資家に交付する契約締結前の
書面等について、インターネット上で
の手続きに関する規定を整備。

○ インターネットを通じて資金を集め
る仕組みを取り扱う事業者について、
適切な情報提供等必要な業務管理
体制に係る規定を整備。

【国内クラウドファンディングの市場規模推移】

○ プロ向け事業の規制の見直し
・ プロ投資家向け事業における約款規制

の廃止。
・ 機関投資家等スーパープロ投資家の

みを事業参加者とする場合の特例等の
創設。

○ 特別目的会社を活用した事業におけ
る事業参加者の範囲の
拡大

・ 一部のリスクの小さな事業（修繕等）に
おける事業参加者の範囲を一般投資
家まで拡大。

【特例事業の活用事例】
旧耐震のホテルを建て替え、
環境性能の高いホテルを開発

出典：㈱矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場に関す
る調査結果2016」

0

100

200

300

400

500

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
（見込み）

（
億

円
）

改正法の概要

背景・必要性

【目標・効果】
地方の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストックの形成を推進し、都市の競争力の向上を図る。

（ＫＰＩ） 地方の不動産会社等の新たな参入 800社（2017～2022年）
空き家・空き店舗等の再生による新たな投資 約500億円（2017～2022年）

※公布（平成29年６月２日）後半年以内施行
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民間都市開発推進機構等のまちづくりファンドによるまちづくり事業への支援 平成29年度予算 ： 4億円

○マネジメント型
一定のエリアをマネジメントしつつ、当該地域の課題解決に資する、リノベーション等の民間まちづくり事

業を連鎖的に進めるため、民都機構と地域金融機関が連携してファンドを立ち上げ、当該事業に対して出資・
融資により支援。

○クラウドファンディング活用型
クラウドファンディング活用型では、景観形成等に資する民間のまちづくり事業への、地域への思いを持っ

た方々からの「志あるお金」を募りつつ、当該事業の立ち上げをまちづくりファンドからの助成により支援。
併せて、当該ファンドにおいては、クラウドファンディングに係る初期費用についても支援。

クラウドファンディング事業者

クラウドファンディング活用型（平成27年度創設）

マネジメント型（平成29年度創設）

＜スキーム＞
＜活用イメージ＞

＜スキーム＞ ＜支援事例：現代京町家「藏や」＞

リノベーション

※リノベーション
イメージ

地方公共団体

まちづくりファンド

民間
まちづくり
事業

民都機構

助成等

資金
拠出

個人等
（資金提供者）

資金
拠出

購入・寄付

地域金融機関

まちづくり
ファンド

民間まちづくり事業

まちづくりに関
する構想等の実
現に資する事業
に対して出・融
資により支援

地域金融機関との連携

出資

民都機構

出資等

出資

ハンズオン支援
（事業計画の策定支援等）

公的不動産や空
き店舗等をリノ
ベーション等に
より整備し、運
営する事業

・地方公共団体の基金
・公益信託 等
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新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

１．都道府県・市区町村による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅
の供給促進計画の策定 【法律】

・国の基本方針に基づき、供給目標、施策等を規定

・住宅確保要配慮者の範囲

- 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、被災者世帯

- 低額所得世帯（収入分位25%以下） - その他外国人世帯等

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

登録住宅の改修・入居への経済的支援

２．賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府
県・政令市・中核市に登録 【法律】 ※指定登録機関による登録も可能とする

① 登録住宅に対する改修費補助 【予算】

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等

補助率 【補助金（制度の立上り期）の場合】：国１／３ （国の直接補助）
【交付金の場合】：国１／３＋地方１／３

（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

入居者要件等 入居者収入及び家賃水準（特に補助金の場合）について一定要件あり

② (独)住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等 【法律・予

算】

・登録基準 - 耐震性能 - 一定の居住面積 等

※上記の供給促進計画により、登録基準の強化・緩和が可能

※共同居住型住宅（いわゆるシェアハウス）の面積等の基準を設定予定

１．登録住宅の改修に対する支援措置

３．都道府県等が登録住宅の情報開示・賃貸人の指導監督 【法律】
５．住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化

① 適正に家賃債務保証を行う業者について、情報提供を行うととも
に、(独)住宅金融支援機構の保険引受けの対象に追加 【法律・予算】

・一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国で登録（省令等で規定）

② 居住支援法人による家賃債務保証の実施 【法律】

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置 【予算】

４．居住支援活動への支援措置等 【予算】

補助対象 ① 家賃低廉化に要する費用 ②入居時の家賃債務保証料
（国費上限2万円／月・戸） （国費上限3万円／戸）

補助率 国１／２＋地方１／２ （地方が実施する場合の間接補助）

入居者要件等 入居者収入及び補助期間について一定要件あり

補助対象 居住支援協議会等の活動支援 等

補助率 国 定額 （国の直接補助）

住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

１．都道府県による居住支援法人の指定 【法律】

・都道府県が家賃債務保証等の居住支援活動を行うNPO法人等を指定

２．居住支援法人等による登録住宅等の情報提供・入居相談 【法律】

※登録要件等 - 社内規則等の整備、相談窓口設置 - 契約時の重要事項説明・書面交付 ほか

３．生活保護受給者の住宅扶助費等について
賃貸人からの通知に基づき代理納付（※）の
要否を判断するための手続を創設 【法律】

※ 本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関
が賃貸人に直接支払うこと

（補助を受けた住宅は専用住宅化）

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

（専用の住宅として登録された住宅の場合）

保護の実施機関

家賃・共益

費

住宅
扶助費等

代理納付

賃
貸
人

① 通
知

② 代理納付の要否を判
断

生
活
保
護

受
給
者

平成29年度予算： 422.5億円の内数
社会資本整備総合交付金等の内数
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

空き家等の現状について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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空き家数の推移と種類別内訳

○ 住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で1.8倍（448万戸→820万戸）に増加。

○ 空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」等を除いた、「その他の住宅」（いわゆる「その他空き家」）がこ
の20年で2.1倍（149万戸→318万戸）に増加。

○ なお、「その他の住宅」（318万戸）のうち、「一戸建（木造）」（220万戸）が最も多い。

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】

22 30 37 42 50 41 41 

183 
234 

262 

352 
398 

448 460 

125 
131 

149 

182 

212 

268 
318 

8.6%
9.4%

9.8%

11.5%
12.2%

13.1%
13.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年

その他の住宅
賃貸用又は売却用の住宅
二次的住宅
空き家率

（万戸）

330
394

448

576

659

757
820

【出典】：平成25年住宅・土地統計調査（総務省）

空き家総数
8,195,600戸 賃貸用の

住宅
52.4%

(4,291,800)

二次的
住宅
5.0%

(412,000)

その他の
住宅

38.8%
(3,183,600)

長屋建
1.8%

(147,100)

その他
0.2%

(20,400)

共同住宅
（非木造）

7.3%
(594,300)

共同住宅
（木造）
1.4%

(116,300)

一戸建
（非木造）

1.1%
(105,500)

一戸建
（木造）
26.8%

(2,199,900)

売却用の
住宅
3.8%

(308,200)

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
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都道府県別の空き家率

出典：平成25年住宅・土地統計調査 （総務省）

○ 全住宅ストックに占める「その他空き家」（長期不在・取り壊し予定などの住宅）の割合の全国平均は5.3% 。
○ 鹿児島県、高知県、和歌山県は、「その他空き家」の割合が10%を超えている。
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全国平均：5.3%
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活用可能な空き家数の推計

空き家

その他
空き家
（約320万戸）

（約210万戸）耐震性あり

（約74万戸）

～耐震性があり、腐朽/破損のないストック～

最寄り鉄道駅までの距離 駅から１ｋｍ以内で、
簡易な手入れにより

活用可能なその他空き家

全国で約48万戸

戸建て等 共同住宅

1km以内

約29％

その他空き家の駅からの距離別分布

昭和56年以降建築 昭和55年以前建築

（約110万戸）

腐朽・破損 腐朽・破損

※戸建・長屋の腐朽破損率は、H26空家実態調査に
おける（戸建その他空き家データ）を活用
共同住宅の腐朽破損率は、H21空家実態調査
（共同住宅データ）を活用

戸建・長屋の約６割

共同住宅の約８割

腐朽・破損なし

(約６７万戸)

戸建・長屋の約１/4

共同住宅の約８割

腐朽・破損なし

(約３６万戸)

腐朽破損なし１０３万戸

耐震性なし

（約140万戸）

1km以内

約65％

出典 ： 住宅・土地統計調査（総務省）、空家実態調査（国土交通省）
※ 建築時期が不詳であるものについては按分して加算している。
※ 空き家の建築時期は、空家実態調査に基づき推計している。
※ 建築時期が昭和５５年以前の「耐震性なし」とされているストック数については、国交省推計による建て方別の耐震割合をもとに算定を行った。

○ 活用可能と考えられる空き家の数（一定の条件（※）の下で試算）は、全国で約48万戸。
（※駅から1㎞以内で、簡易な手入れにより利用可能なその他空き家）
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空き家の取得原因等

○ 空き家となった住宅（戸建てのいわゆる「その他空き家」）の取得原因は、相続が半数以上を占める。
○ 戸建ての空き家の所有者の約４分の１が遠隔地（車・電車などで1時間超）に居住。

56.4％20.5%

16.9%

2.3%
3.8%相続して取得

新築として注文･購

入

中古として購入

無償譲渡

不明

（出典）平成26年空家実態調査

■空き家の所有者の居住地からの距離■その他空き家となった住宅を取得した経緯

21.4%

16.6%

29.0%

15.7%

11.0%

1.2% 4.9%

ほとんどかからない（隣接地など）

徒歩圏内

車・電車などで1時間以内

車・電車などで1時間超～3時間以内

車・電車などで3時間超～日帰りが不可能

不明

無回答

■空き家にしておく理由（複数回答）

（出典）平成26年空家実態調査
3.9%

5.6%
7.4%

10.0%
10.2%

13.4%
16.7%

20.6%
20.6%

23.4%
25.8%

31.9%
32.8%
33.0%

36.4%
37.7%

39.9%
44.9%

中古戸建てを買う人が少ないから
戸建てを借りる人が少ないから

満足できる家賃が取れそうにないから
資産として保有しておきたいから
道路付けや交通の便が悪いから

満足できる価格で売れそうにないから
労力や手間をかけたくないから

他人に貸すことに不安があるから
リフォーム費用をかけたくないから

古い、狭いなど住宅の質が低いから
取り壊すと固定資産税が高くなるから

さら地にしても使い道がないから
仏壇など捨てられないものがあるから

好きなときに利用や処分ができなくなるから
将来、自分や親族が使うかもしれないから

特に困っていないから
解体費用をかけたくないから

物置として必要だから

（出典）平成26年空家実態調査

（回答数n=2,140）（回答数n=897）

（回答数n=461）
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農林地から都市的土地利用への転換面積の推移及び転換後の用途内訳

（出典）土地白書

平成５年
平成25年

空き地
屋外駐車場
その他空地
空き家

（出典）国土交通政策研究所「空地等の発生消滅の要因把握と新たな利活用方策に関する調査研究」

低・未利用地が分散化
して増えている

人口減少により、新たな都市的土地利
用の需要は少なくなるにも関わらず、
依然として農業的土地利用から新たな
都市的土地利用への転換は進んでお
り、一方で、市街地において低・未利
用地が増えている。

土地利用の非効率化
空き地

屋外駐車場
公園・広場
空き家

依然として１万ha以上の
農林業地等が都市的土地
利用に転換されている

空き地の面積と空き地率の推移等

1279 1253 1310 
1217 

1554 

7.3 7.6 7.6 
7.1 

8.2 
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（％）（㎢）
空き地面積

空き地率

全国の空き地面積と空き地率

空
き
地
率

空
き
地
面
積

（出典）国土交通省「土地基本調査」低・未利用地の変遷（近畿の地方都市の一般住宅地）

（注１）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む
（注２）2008年の数値は過小推計となっている可能性があることに留意。

○ 経済活動、産業構造の変化や少子高齢化・人口減少等の社会構造の変化により、空き地は増加傾向にある。
○ 空き地は個々の所有者の意向によって散発・離散的に発生し、多くの場合まとまりなく存在している。
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世帯の所有する空き地の取得原因等

■世帯の所有する土地利用の変化
（k㎡）

低・未利用地の割合低・未利用地の割合

■世帯の所有する空き地の取得方法
（k㎡）

取得方法
平成15年
時面積

平成25年
時面積

増加率

国・都道府県・市区町村
から購入

25 22 -12%

会社・都市再生機構・公
社などの法人から購入

69 48 -31%

個人から購入 160 172 8%

相続・贈与で取得 394 701 78%

その他 24 29 20%

不詳 9 10 1%

総数 681 981 44%

279 317
87 116

681

981

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

平成15年 平成25年
屋外駐車場 資材置き場 利用していない（空き地、原野など）空き地

（出典）国土交通省 「土地基本調査」
（注）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む

3.3%

8.4%

5.8%

21.9%

10.2%

10.3%

17.3%

24.6%

50.3%

その他

利用に当たっての資金的な余裕がないため

売却又は賃貸を検討したが、手続きなどが

面倒で売却又は賃貸に至っていないため

売却又は賃貸を検討したが、価格面での条件が合わ

ないことなどにより売却又は賃貸に至っていないため

いわゆる虫食いや不整形などの土地の立地

や形状により、利用方法が見当たらないため

将来の生活設計のため

当初から特に利用目的はないが、土地

を資産として所有していたいため

体力的な問題や後継者不足のため

相続したが、今のところ利用する予定がないため

■所有する土地を利用していない理由（複数回答）

（出典）国土交通省「人口減少・高齢化社会における土地利用の実態に関する調査」

○ 世帯の所有する空き地は10年間で300k㎡増加。
○ 世帯の所有する空き地について、平成15年と平成25年の状況を比較すると、相続・贈与で取得した空き地が大き
く増加している。

世帯の所有する空き地の
評価額は3兆950億円
（国土交通省推計）

（出典）国土交通省 「土地基本調査」
（注）本調査における「空き地」には原野、荒れ地、池沼などを含む

300k㎡増加
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管理不全な空き家等により生じるデメリット

○防災性の低下
倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下
火災発生のおそれ

○防犯性の低下
犯罪の誘発

○ごみの不法投棄
○衛生の悪化、悪臭の発生

蚊、蝿、ねずみ、野良猫の発生、集中

○風景、景観の悪化
○その他

樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散 等

想定される問題の例

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

悪臭の発生

火災の発生を誘発

ゴミなどの不法投棄等を誘発

防災や防犯機能の低下

風景・景観の悪化

管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響

※国土交通省による全国1,804全市区町村を対象とする
アンケート（H21.1）結果。回答率は６７％

※上記の件数は、複数回答によるもの

（件）

○ 管理不全な空き家等による外部不経済は、防災・防犯、衛生、景観など多岐にわたる。
○ また、空き家等の管理不全は、物件の市場性の低下をもたらし、不動産としての有効活用の機会損失にもつながる懸念

がある。
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